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ごみ焼却施設整備事業に伴う基本設計業務 

プロポーザル実施要領 

 

１.業務の概要 

(1)業務の名称 

ごみ焼却施設整備事業に伴う基本設計業務 

(2)業務の内容及び成果品 

別添「ごみ焼却施設整備事業に伴う基本設計業務仕様書」による。 

(3) 履行期間 

契約締結の翌日から平成３１年３月２２日とする。 

(4)業務委託料限度額 

本業務の委託料は、５３，５６８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限額 

とする。 

※平成２９年度の支払額は、前払金（全体契約額の約３０％以内）を含め、１０，０８２，

０００円を上限額とする。 

 

２.事業の概要 

(1)事業計画地 

青森県三沢市大字三沢字戸崎 101番地 1016号地内 

(2)施設の諸元 

施設規模  ：74ｔ／日（37ｔ／24ｈ×2炉） 

炉 形 式  ：全連続燃焼式ストーカ炉 

処理対象物 ：可燃ごみ、粗大ごみ破砕後の可燃性ごみ、災害廃棄物等 

(3)主な経過 

・平成 26年度 基本計画策定 

・平成 28年度 生活環境影響調査 

・平成 29年度 生活環境影響調査（継続） 

(4)今後の予定 

・平成 29年度 基本設計（本業務） 

・平成 30年度 基本設計（継続） 

・平成 31年度 建設工事（実施設計含む）契約・着手 

・平成 35年度 供用開始 
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３.参加表明 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、以下に掲げる要件を全て備えているものとし、参加表

明書を作成し提出すること。 

(1)参加資格 

①地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないものであること。 

②この公告の日から最優秀者の決定の日までの間に、三沢市から指名停止措置を受けていな

いものであること。 

③平成２９年度三沢市登録業者名簿において、測量・建設コンサルタントに登録されている

ものであること。 

④会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされているものでないこと。 

⑤民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされているものでないこと。 

(2)提出書類 

・参加表明書（別紙様式第１号）：１部（Ａ４版） 

(3)提出方法等 

ア．提出方法：持参、郵送、宅配便、ＦＡＸのいずれかによるものとする。ただし、ＦＡＸ

の場合は受理確認を行うこと。        

イ．提 出 先：三沢市 市民生活部 環境衛生課 

住 所 〒033‐0022 

青森県三沢市大字三沢字戸崎101番地1016号（三沢市清掃センター） 

電 話 0176-59-3331 

ＦＡＸ 0176-59-3332 

ウ．提出期限：平成 29年 7月 31日（月）17時まで（必着） 

 

４.技術提案書類の提出 

(1)提出書類 

①技術提案書（別紙様式第２－１～２－８号）：各８部（Ａ４版） 

  ・会社の業務経歴及び専門分野別技術職員の状況 

・業務実施体制 

・配置予定技術者の経歴等 

・業務の実施方針 

・業務の実施方法 

②見積書（任意様式）：１部（Ａ４版） 

(2) 提出方法等 

ア．提出方法：持参、郵送、宅配便のいずれかによるものとする。 

イ．提出先 ：３(3)イに同じ。 
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ウ．提出期限：平成 29年 8月 18日（金）17時まで（必着） 

(3)提案書の内容に関する留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

会社の業務経歴及び専門分野

別技術職員の状況 

・過去 10 年間（平成 19年 4 月から平成 29年 3月）の同種又は類似業務

実績を記載すること。 

・同種業務実績を証明する書類（契約書の写し等）を添付すること。 

・専門分野別の技術職員の状況を記載すること。 

・記載様式は別紙様式第２－２号とし、Ａ４版１枚とする。 

業務実施体制 

・配置予定の管理技術者、照査技術者、担当技術者を記載すること。 

・管理技術者及び照査技術者は技術士（衛生工学部門）の資格を有する

ものとする。 

・建築担当者として、１級建築士の資格を有するものを付けること。 

・技術担当者は、想定される業務分野ごとに記載すること。 

・資格取得を証明する書類（技術士登録証の写し等）を添付すること。 

・記載様式は別紙様式第２－３号とし、Ａ４版１枚とする。 

配置予定技術者の経歴等 

・業務実施体制に記載された各技術者について、経歴等を記載すること。 

・業務経歴については、技術者が従事した過去 10年間（平成 19 年 4月 

から平成 29 年 3月）の同種又は類似業務を記載すること。 

・記載様式は別紙様式第２－３～２－５号とし、各Ａ４版１枚とする。 

業務の実施方針 

・業務の実施方針を記載すること。 

・業務への取り組み体制及び意欲、チームの特徴、特に重視する業務上

の配慮事項等を記載すること。 

・記載様式は別紙様式第２－７号とし、Ａ４版２枚以内とする。 

業務の実施方法 
・業務の実施工程、実施方法等について具体的に記載すること。 

・記載様式は別紙様式第２－８号とし、Ａ４版３枚以内とする。 

見積書 

・本業務における見積書を提出すること。 

・見積書は本業務に係る全体の経費とし、任意様式とするが、積算根拠

（内訳）等も記載すること。 

・積算方法は、国土交通省設計業務等標準積算基準を用いること。 

・業務委託料限度額を超えた額で提出しないこと。 

 (4)失格条件 

以下の項目に該当する場合は失格とし、評価の対象から除外する。 

①提出した技術提案書に過不足がある場合 

②提出した技術提案書の記載事項が、内容に関する留意事項を具備していない場合 

③提出期限を超えて技術提案書を提出した場合 

④技術提案書の内容に虚偽のあった場合 

 

５.質疑応答 

(1)質問受付 

本実施要領等の内容についての質問がある場合は、以下の方法で提出すること。 

ア．提出方法：質問事項を質疑応答書（Ａ４版）により郵送又はＦＡＸのいずれかで提出す

ること。ただし、ＦＡＸの場合は受理確認を行うこと。  

イ．提出先 ：３(3)イに同じ。 
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ウ．提出期限：平成 29年 7月 31日（月）17時まで（必着） 

(2)質問回答 

質問の回答については、平成 29 年 8 月 10 日（木）17 時までに本市のホームページに掲載す

るものとする。 

 

６.プレゼンテーションの実施 

(1)実施の日時、場所 

日時：平成 29年 8月 28日（月）、時間については後日連絡。 

    場所：三沢市役所本館 ４階 大会議室 

(2)提案時間、質疑応答の時間 

    各社３０分（提案時間２０分、質疑応答１０分） 

(3)その他 

    技術提案書の説明は、原則として本業務を担当する管理技術者が行うこととし、パソコン等

の操作者を含め、会場への入室は６名以内とする。 

プレゼンテーションは、提出した技術提案書をもとに説明することとし、新たに書き加える

ことや別の図表等を追加することはできないものとする。プロジェクターを使用して説明する

場合、時間の都合上プロジェクター及びパソコンは市で用意するので、CD-ROMのみ持参するこ

と(機材の仕様については市に確認すること。）データはパワーポイントで作成したものとする。 

プレゼンテーションは、非公開とする。 

 

７.審査方法 

プロポーザル方式 

本業務を発注するにあたり、価格だけの競争ではなく、各社の企画力、情報収集能力、機動力

等を総合的に評価し、委託業者を特定する。 

審査については、ごみ焼却施設整備事業に伴う基本設計業務プロポーザル審査委員会（以下、

「委員会」という。）を設置し、検討を行う。なお、審査は以下の点を中心に総合的に検討を行う。 

・本市の実態や廃棄物処理事業の現状及び課題について、十分理解しているか。 

・業務を実施するにあたり、基本的な考え方や課題の整理方法は適切か。 

・業務の実現性、遂行能力及び実行力はあるか。 

・提案内容に独創性があるか。 

 書類（技術者、技術提案、見積金額）及びプレゼンテーションの審査結果を合わせて、委託業者

を特定する。 

・合計評価得点が１位の者を最優秀者とする。 

・合計評価得点が同点の場合は、見積金額の低い方を最優秀者とする。 
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８.参加表明及び技術提案における審査結果の通知 

審査結果については、参加した全ての業者に対して技術提案書の提出後に文書で通知する。なお、

審査内容の問い合わせ及び審査結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

 

９.契約の締結 

(1) 最優秀者に選定された業者に対して、本業務委託の優先交渉権が与えられる。 

(2) 最優秀者との契約が不調になった場合、次点の者と交渉を行う。 

(3) 提出された見積書を精査し、予定価格の範囲内であることを確認の上、随意契約を行う。 

 

10.その他の留意事項 

(1)手続きに用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものと

する。 

(2)提出された技術提案書等は、返却しないものとする。 

(3)技術提案書等に関する著作権については、提案各社に帰属するものとする。ただし、特定さ

れた技術提案書等及び委託成果品の著作権については、本市に帰属するものとする。 

(4)技術提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

⑸提案書に虚偽の記載をした場合には、失格とするとともに、内容の虚偽に明らかに悪質な行為

があると認められる場合には、指名停止またはその他の措置を行うことがある。 

⑹技術提案に関する提出書類の変更、差し替えまたは再提出は認めない。また、技術提案書に記

載した配置予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得

ない理由により変更を行う場合には、発注者の了解を得なければならない。 

(7)技術提案者は、業務で得られた情報について正当な目的のみに使用することとし、第三者に開

示及び提供してはならない。 

(8)技術提案書の提出は、１社につき１案とする。 

 

11.委託業者選定手続きのスケジュール 

・参加表明書提出期限    ：平成 29年 7月 31日（月） 

・質問書提出期限      ：平成 29年 7月 31日（月） 

・質問書回答期限      ：平成 29年 8月 10日（木） 

・技術提案書提出期限    ：平成 29年 8月 18日（金） 

・プレゼンテーション    ：平成 29年 8月 28日（月）予定 

（詳細は提案書提出者に別途連絡する） 

・最優秀者の決定      ：平成 29年 8月末頃 


